
NO 48
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 930 995 107.0% 平成３０年度 295 239 81.0%

令和元年度 922 858 93.1% 令和元年度 221 222 100.5%

令和２年度 890 － － 令和２年度 230 － －

令和２年度事務事業評価シート 所管課 みなと保健所　健康推進課

 １ 事業名 特定不妊治療費助成  １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 5 明日の港区を支える子供を育む 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

子どもを望んでいるにもかかわらず、不妊に悩む夫婦に対し、保険適⽤外の⾼額治療費（特定不妊治療費）の⼀部
を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、少子化対策及び次世代育成の推進に寄与します。

平成３０年度 235,786 23,053 0 258,839

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

258,751 100.0%

令和元年度 236,247 -3,345 -15,000 217,902 217,701 99.9%

－ － －

区では特定不妊治療費の⼀部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、少子化対策及び次世代育成の推進
に付与することを⽬的として、平成19年度から事業を開始しました。また、平成28年度からは、不妊は男性側の原因に
よることが⼀定程度あり、⼥性の不妊治療だけでは妊娠に⾄らない場合があることから、特定不妊治療の⼀環として⾏わ
れる男性不妊治療費の助成を開始し、特定不妊治療を⾏う夫婦の経済的負担のより⼀層の軽減を図っています。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 228,258 － －

その他

平成３０年度 100.0% 235,786 0 0 0

令和元年度 100.0% 236,247 0 0 0

令和２年度 100.0% 228,258 0 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

申請需要は上がっており、また東京都の制度に⽐べ所得制限、年齢制限がないため対象も広いことから、この⼿当のために港
区への転入を検討するという方もいます。
過去３年間を⾒ても助成総額は増加傾向にあり、経済的負担軽減という⽬標達成の有効性は明らかです。ただし、客観的
に治療の成果を把握することが困難なため、少子化対策としての効果性がどの程度かを数値等で表すことが難しい事業です。
令和３年度から⼥性の助成対象年齢を43歳未満に縮小します。これは医学的知⾒により、年齢とともに妊娠・出産における
リスクが⾼まることから、⺟性保護に配慮するためです。

 ８ 事業実績・指標

 1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

医学的知⾒により、年齢とともに妊娠・出産におけるリスクが⾼まることを踏まえ、⺟性保護に配慮するため、⼥性の助成対象
年齢を４３歳未満にすることから「縮小・⼀部廃止」評価とします。
対象年齢の⾒直しに当たっては、⼗分な区⺠への周知に努め、申請者への説明に配慮してください。

港区特定不妊治療費助成⾦支給要綱

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

 ３ 政策名 (20) 子どもの健康を守る体制をつくる

 ４ 施策名 ② 妊娠期から子育て期にわたる切れ⽬のない支援体制を確⽴する

指標２
内　東京都申請者数

（１）特定不妊治療（体外受精・顕微授精）及び特定不妊治療に⾄る過程の⼀環として⾏われる精巣内精子⽣
検採取法等（精子を精巣等から採取するための⼿術）に要する、医療保険が適⽤されない費⽤の⼀部を港区が助
成します。
（２）⼥性の特定不妊治療費助成
１年度（当年４⽉１日から翌年３⽉31日まで）あたり30万円を限度に助成します。
（３）男性の特定不妊治療費助成
特定不妊治療に⾄る過程の⼀環として⾏われる精巣内精子⽣検採取法等（精子を精巣等から採取するための⼿
術）について、1年度（当年４⽉１日から翌年３⽉31日まで）あたり15万円を限度に助成します。
（４）通算５年度まで申請できます。

指標１
助成金申請者数（延件数）



NO 49
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 48 48 100.0% 平成３０年度 17 22 129.4%

令和元年度 48 48 100.0% 令和元年度 22 18 81.8%

令和２年度 48 － － 令和２年度 17 － －

 ３ 政策名 （２３）障害者のゆたかで⾃⽴した地域での⽣活を支援する

 ４ 施策名 ③地域における⾃⽴⽣活を支える仕組みづくり

指標２
登録者数

社会復帰を促進するために必要な、日常⽣活への適応を図るための⽣活指導、対⼈関係改善を⽬標とした集団活動
等を実施します。

募集︓随時
受付︓地区総合支所地区担当保健師が受付、デイケア担当医が⾯接の上、⾒学参加を決定します。
決定︓⾒学参加後、申請書、主治医意⾒書等を基に会議を経て、保健所⻑が正式参加決定します。
費⽤︓原則、無料。ただし、プログラムにより材料費、交通費等必要な場合があります。

指標１
実施回数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

事業の現状やスタッフの配置体制を踏まえ、デイケア事業のスタッフの⼈数を⾒直すことから「縮小・⼀部廃止」評価とします。
精神障害者地域活動支援センター「あいはーと・みなと」が新たに開設されることに伴い、デイケアのプログラムを指定管理者に
移⾏する場合には、利⽤者の環境の変化による影響が最小限となるよう丁寧な対応を実施しながら、計画的に移⾏してくださ
い。

精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第4条
港区精神障害者社会復帰援助事業実施要綱、港区精神障害者社会復帰援助事業実施要領

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

2,720 0 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

令和３年度は、スタッフの配置の⾒直し（運営スタッフから医師を除く）を⾏うとともに、「あいはーと・みなと」の⽣活訓練（令
和３年度開始予定）の実施状況を踏まえて、今後の保健所デイケアの在り方（現状のデイケアプログラムを「あいはーと・みな
と」に移⾏、より専⾨性を⾼めたデイケアへの⾒直し等）について運営委員会等で具体的な検討を⾏います。
また、精神障害者は、環境の変化に敏感な方が多いため、慎重に対応する必要がありますが、数年後の保健所デイケア⾒直
しを⾒据えて、現在登録しているデイケア利⽤者の中で「あいはーと・みなと」に移⾏が可能な方は、移⾏できるよう支援を⾏い
ます。また、就労等にステップアップできる方は、デイケアの⽬標を適宜スタッフと⾒直しながら支援していきます。

 ８ 事業実績・指標

その他

平成３０年度 100.0% 3,099 0 0 0

令和元年度 100.0% 2,960 0 0 0

令和２年度 100.0%

－ － －

平成元年度に港区での要領、要綱を作成し、デイケア事業を開始しました。
地域での精神障害者への社会資源が少ない中、社会復帰促進に⼤きな役割を果たしてきました。現在では精神障害
者を取り巻く法律が整備され、社会資源も増加したことや、地区担当保健師が保健所にいないことなどの理由により、登
録者の減少が⾒られます。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 2,720 － －

96.6%

令和元年度 2,960 8 0 2,968 2,948 99.3%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

回復途上にある精神障害者を対象に、集団⽣活指導等を実施することにより社会復帰に必要な適応能⼒の向上を図
り、社会復帰の促進を支援します。

平成３０年度 3,099 -39 0 3,060

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

2,956

 ２ 基本政策 ６　⽣涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 みなと保健所  健康推進課

 １ 事業名 精神障害者デイケア事業  １０ 事業費の状況



NO 50
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 1,800 1,764 98.0% 平成３０年度

令和元年度 2,000 1,739 87.0% 令和元年度

令和２年度 1,800 － － 令和２年度 － －

 ３ 政策名 （２４）区⺠が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する

 ４ 施策名 ③健康づくりの積極的支援

指標２

1 特定健診、基本健診受診者のうち、４０歳から７０歳までの５歳毎節⽬の⼥性を対象として受診券を発送し、区
内指定医療機関で７⽉から１１⽉の検診期間に受診できます。
2　上記1以外の⼥性でかつ過去５年以内に受診していない方は、保健所に申込みをしてもらい受診券を発⾏し受診
ができます。

指標１
受診者数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

平成６年に国のモデル事業として⾻粗しょう症検診が開始して以降、平成１２年に⽼⼈保健法の下、医学的知⾒に基づく
効果のある年齢設定が⽰されたこと、急速な⾼齢化により⾻粗しょう症予防の必要性が⾼まっている現状も踏まえ、検診受診
率の向上に向けた取組を推進することと合わせ、より予防効果が期待できる年齢に対象を絞ることから、本事業は「縮小・⼀部
廃止」と評価します。
検診により⾻粗しょう症が判明した方に対して、介護予防センターのプログラムにつなげるなど、他の事業につなげることでより効
果の⾼いものとなるように事業の実施方法等を検討してください。健康増進法、港区⾻粗しょう検診事業実施要綱

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

9,627 0 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

現在の⾻粗しょう症検診の対象者は、①健康増進法の指定年齢である40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の⼥
性で、特定・基本健康診査の対象者、または、②20歳以上の⼥性で過去5年以内に⾻粗しょう症受診歴のない方としていま
す。
今後は、検診の対象年齢を特に効果が期待できる対策型検診の対象年齢に絞り、20歳から40歳未満及び70歳より上の
年齢については、対象外とします。また、①の対象者を特定・基本健康診査の対象者に限らず、全⼥性に対象範囲を広げ、
対策型検診を充実させる⼀方、40歳から70歳以下までの年齢で①の５歳毎節⽬の年齢の⼥性ではない方を対象外としま
す。

 ８ 事業実績・指標

その他

平成３０年度 100.0% 9,766 0 0 0

令和元年度 100.0% 9,567 0 0 0

令和２年度 100.0%

－ － －

平成７年度から平成２９年度まで、区内指定医療機関（期間は特定健診と同じ）と通年で⽉に２回保健所で検
 健診を実施していましたが、平成30年度から保健所での検 健診を廃止し、過去5年以内に受診していない20歳以上
の⼥性（主に社会保検 健加入者）にオンラインで受診券が出るシステムとしました。
令和2年度からは、検査方法を詳しく記載するご案内を作成しました。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 9,627 － －

95.0%

令和元年度 9,567 0 0 9,567 9,194 96.1%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

対象区⺠に⾻密度測定検査を実施し、⾻粗しょう症の予防と早期発⾒に努めるとともに、医師の指⽰により適切な保
健・栄養指導を⾏うことにより⾼齢者の寝たきり予防等を⽬的とします。

平成３０年度 9,766 0 0 9,766

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

9,274

 ２ 基本政策 ６　⽣涯を通じた心とゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 みなと保健所  健康推進課

 １ 事業名 ⾻粗しょう症検診  １０ 事業費の状況



NO 51
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 23,500 21,831 92.9% 平成３０年度 5,600 7,583 135.4%

令和元年度 22,330 24,002 107.5% 令和元年度 9,100 10,070 110.7%

令和２年度 23,560 － － 令和２年度 15,000 － －

8020達成者表彰事業において、表彰式を中止し、イベント開催方法を⾒直すことから「縮小・⼀部廃止」評価とします。
「お⼝の検診」については、有症状者や積極的に勧奨すべき年齢層に対して受診を勧奨することで、健診回数の⾒直しなどを
検討してください。⼝腔がん検診は国の指針外のがん検診であることから、陽性反応適中度、がん発⾒率、費⽤対効果等を
科学的かつ総合的に分析して、事業の再検討を⾏ってください。 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

・健康増進法第17条、第19条の２、健康増進法施⾏規則第４条の２第１号、港区お⼝の健康診査実施要綱、
港区⼝と⻭の健康に関する普及啓発事業実施要綱

指標１
「お口の健診」受診者数

指標２
「口腔がん検診」受診者数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

0 1,578

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

 ７ 事業内容 (1)お⼝の健診について
　本事業は、区⺠の⼝腔衛⽣の向上やかかりつけ⻭科医の定着に寄与していますが、他⾃治体の⻭科健診は通常年１回の
実施としているところが多いのが実情です。そこで、受診率や健診結果等を分析した上で、積極的に勧奨すべき年齢層に絞っ
た個別通知実施や健診回数の⾒直しを検討していきます。
(2)8020達成者表彰事業について
　本事業に対する⾼齢者の認知度は⾮常に⾼く、健康づくりのモチベーション維持につながる事業であることから継続する必要
があると考えます。ただ、今年度は、新型コロナの感染拡⼤防止のため表彰式を中止したことから、来年度以降についても、新
型コロナの動向を⾒極めながら表彰式及びイベントの開催方法について⼯夫していく必要があります。
(3)⼝腔がん検診(平成29年度開始)について
　本検診は、国の指針外のがん検診であり、⾏政が⾏う対策型検診として推奨されている検診ではありません。⼀方、事業開
始時に実施5年後に評価を⾏う旨定められているため、その間に、第三者の有識者を入れた評価の枠組みを構築し、陽性反
応適中度、がん発⾒率、費⽤対効果等を科学的かつ総合的に分析して、⻭科医師会と協議して、事業の再検討を⾏ってい
きます。

（1）お⼝の健診
　20歳以上の区⺠を対象に、区⺠の健康増進を図るため、年２回の⻭科健診（本健診とフォロー健診）で、⼀⼈ひ
とりにあったお⼝の健康支援を⾏い、芝⻭科医師会及び⿇布⾚坂⻭科医師会に委託して実施しています。
（2）8020達成者表彰事業
　80歳以上で20本以上の⻭を保有している区⺠を、⼝腔内診査を経て、年１回表彰しています。
（3）⼝腔がん検診
　40歳以上の区⺠を対象に、⼝腔がんの早期発⾒および⼝腔がんに関する知識の普及・啓発を図るため、年１回の検
診により、芝⻭科医師会及び⿇布⾚坂⻭科医師会に委託して実施しています。

 ８ 事業実績・指標

　港区では平成２年度から「成⼈⻭科健康診査」として実施、平成20年度からは健康増進法に基づく⻭周疾患検診
としての「お⼝の健診」に移⾏しました。「お⼝の健診」は、予防・保健指導を重視した⻭科健診であり、健康支援を⾏う
ことで区⺠の⾏動変容を促し、⻭と⼝の健康についての⾃⼰管理ができるよう支援する⻭科健診として実施しています。
　また、⼝腔がんに対する知識の普及啓発及び疾病の早期発⾒を⽬的に、平成29年度から「⼝腔がん検診」を開始し
ました。

令和２年度 99.6% 373,995 0

316,552 0 0 1,506

平成３０年度 99.5% 311,862 0 0

－ － －

財源内訳

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

1,427

令和元年度 99.5%

区⺠の健康づくりを推進するため、継続的にお⼝の健康管理をサポートし、区⺠⼀⼈ひとりにあったお⼝の健康維持や増
進に向けて支援します。

令和２年度 375,573 － －

303,449 96.9%

 ５ 事業説明文 令和元年度 318,058 -9 34,627 352,676 344,587 97.7%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ③　健康づくりの積極的支援 平成３０年度 313,289 -39 0

 ３ 政策名 (24)　区⺠が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する 年度 当初予算額 流用

313,250

 ２ 基本政策 ６　⽣涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 みなと保健所　健康推進課

 １ 事業名 お⼝の健康診査  １０ 事業費の状況



NO 52
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 400 240 60.0% 平成３０年度

令和元年度 400 245 61.3% 令和元年度

令和２年度 400 － － 令和２年度 － －
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤により、従来の回遊型のイベント形式を⾒直すこと、また、がん対策推進アクションプラン
を港区地域保健福祉計画に統合することから「縮小・⼀部廃止」評価とします。

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

港区がん対策推進アクションプラン

指標１
イベント参加者数

指標２
 1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

4,455 0

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

 ７ 事業内容
国は、健康日本21（第二次）及び第３期がん対策推進基本計画において科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充
実を掲げる等、国を挙げてがん対策を推進していることから、区⺠に対して、がんについての正しい知識を伝え、がん検診の受診
率を向上させるため、本事業の継続は必要です
ただ、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤により、従来の回遊型のイベント形式ではなく、講演会を主体とした企
画にすることにしており、来年度以降も新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されるため、今年度の実施状況を踏まえ、開
催方法、実施体制等を⾒直します。
なお、がん対策推進アクションプランは今年度が計画最終年度に当たり、次年度以降は港区地域保健福祉計画に包含され
るので事業名の変更も必要になります。

①利⽤対象者、実施対象など事業の対象
　港区⺠（がん患者の家族も含む）です。
②実施時期、実施回数︓年、⽉、週
　1年に1回、秋ごろに開催しています。
③事務⼿続の方法、利⽤方法、支給要件、利⽤者負担、実施体制など
　イベントは委託で実施しております。

 ８ 事業実績・指標

港区でのがんによる死亡者は年々増加しており、平成26年では、がんによる死亡者が第１位になりました。国は、がんに
よる死亡者を減らすため、がん対策基本法を定め、法律に基づきがん対策推進基本計画を策定しました。また、東京都
は、がん対策推進計画を策定し対策を実施しました。これらを踏まえ、区は実効性のあるがん対策を総合的に推進する
ため、港区がん対策推進アクションプランを策定しました。

令和２年度 22.1% 1,261 0

3,697 0 2,687 0

平成３０年度 51.4% 3,481 0 3,288

－ － －

財源内訳

 ６ 背景、経緯 年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 その他

0

令和元年度 57.9%

がんの予防、早期発⾒、地域がん医療の充実及びがん患者・家族への支援について、区⺠、企業、医療機関等と協⼒
して取り組みます。

令和２年度 5,716 － －

6,331 99.7%

 ５ 事業説明文 令和元年度 6,384 -113 0 6,271 6,194 98.8%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

 ４ 施策名 ④がん対策の強化推進 平成３０年度 6,769 -421 0

 ３ 政策名 （２４）区⺠が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する 年度 当初予算額 流用

6,348

 ２ 基本政策 ６　⽣涯を通じた心豊かで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 みなと保健所  健康推進課

 １ 事業名 がん対策推進アクションプランの推進  １０ 事業費の状況



NO 53
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 4,700 4,456 94.8% 平成３０年度

令和元年度 4,800 4,400 91.7% 令和元年度

令和２年度 4,500 － － 令和２年度 － －

 ３ 政策名 （24）区⺠が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する

 ４ 施策名 ④　がん対策の強化推進

指標２

①利⽤者数は横ばい、事業の対象者として喫煙指数等⽬安があります。
②実施回数は年1回、実施時期は、7⽉から1⽉までに受診します。
③40歳以上の港区⺠全員に検診受診券が送付されます。受診の⽬安として喫煙指数がありますが、受動喫煙の環境
にいる、不安があるなどの方も受診する場合があります。検診受診希望者は、区内指定医療機関で受診となります。利
⽤者負担⾦はありません。

指標１
受診者数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

指針外検診であるものの多数の受診者がおり、廃止・縮小には検診全体の在り方の整理が必要となることから「継続」と評価
します。他のがん検診と合わせ、がん検診全体の在り方を整理し、事業スキームの⾒直しを検討してください。

健康増進法、港区がん検診実施要綱

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

47,354 0 28 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

喉頭がん検診は、国の「がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針」（平成28年2⽉4日付）から指針外検診とさ
れていますが、港区ではがん検診として15年の実績があり、区⺠や医療機関に浸透している状況があります（平成18年から
開始）。
また、⽿⿐咽喉科が参加する唯⼀の検診として、喉頭がん検診をきっかけに医師会独⾃検診である⾼齢者聴⼒検診を受け
て難聴が発⾒される方もいらっしゃいます。そのため、指針外検診ではあっても継続され今日に⾄っております。

 ８ 事業実績・指標

その他

平成３０年度 100.0% 50,479 0 0 0

令和元年度 100.0% 49,038 0 0 0

令和２年度 99.9%

－ － －

平成18年度港区喉頭がん検診開始
がん検診の⽬的は、がんを早期に発⾒し、適切な治療を⾏うことで、がんによる死亡を減少させることです。港区でも「対
策型検診（住⺠検診型）」として、公共的な予防対策を実施しているところですが、今後も検診受診率を⾼めるだけ
ではなく、検診の質の向上、検診で要精密検査と判定された方の精密検査受診率向上など効果のあるがん検診を推
進する必要があります。港区がん対策推進アクションプラン（2016年度から2020年まで）では、「港区の喉頭がん検
診は、がん検診としての有効性は定まっていません（Ｐ.64）」、「喉頭がん検診、前⽴腺がん検診は、国の指針では定
められていません（Ｐ.93）」とされており、事業の廃止を含めた方向性を検討することが喫緊の課題です。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 47,382 － －

94.7%

令和元年度 49,038 0 0 49,038 47,870 97.6%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

がんの早期発⾒に努め、区⺠の健康保持及び増進を図るため、40歳以上で喫煙指数※600以上等の区⺠を対象
に、区内指定医療機関（26か所）で喉頭がん検診を実施しています（※喫煙指数＝1日の喫煙本数×喫煙年
数）。

平成３０年度 50,479 0 0 50,479

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

47,808

 ２ 基本政策 6  ⽣涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 みなと保健所　健康推進課

 １ 事業名 喉頭がん検診  １０ 事業費の状況



NO 54
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 3,050 2,750 90.2% 平成３０年度

令和元年度 3,000 2,755 91.8% 令和元年度

令和２年度 2,800 － － 令和２年度 － －

 ３ 政策名 （24）区⺠が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する

 ４ 施策名 ④　がん対策の強化推進

指標２

①55歳から75歳の奇数年齢に該当する男性区⺠を対象に実施しています。利⽤者数は横ばいです。⾎中のＰＳＡ
を測定します。
②実施回数は年1回、実施時期は、7⽉から1⽉までに受診します。
③①の港区⺠全員に検診受診券が送付されます。検診受診希望者は、区内指定医療機関に検診予約をとり受診と
なります。利⽤者負担⾦はありません。

指標１
受診者数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

指針外検診であるものの多数の受診者がおり、廃止・縮小には検診全体の在り方の整理が必要となることから「継続」と評価
します。他のがん検診と合わせ、がん検診全体の在り方を整理し、事業スキームの⾒直しを検討してください。

健康増進法、港区がん検診実施要綱

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

10,102 86 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

前⽴腺がん検診は、国の「がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針」（平成28年2⽉4日付）から指針外検診と
されていますが、港区ではがん検診として15年の実績があり、区⺠や医療機関に浸透している状況があります（平成18年度
から開始）。指針外検診ではあっても区⺠のニーズは⾼いため事業は継続され今日に⾄っております。

 ８ 事業実績・指標

その他

平成３０年度 100.0% 11,065 0 0 0

令和元年度 100.0% 10,924 0 0 0

令和２年度 99.2%

－ － －

平成18年度港区前⽴腺がん検診開始
がん検診の⽬的は、がんを早期に発⾒し、適切な治療を⾏うことで、がんによる死亡を減少させることです。港区でも「対
策型検診（住⺠検診型）」として、公共的な予防対策を実施しているところですが、今後も検診受診率を⾼めるだけ
ではなく、検診の質の向上、検診で要精密検査と判定された方の精密検査受診率向上など効果のあるがん検診を推
進する必要があります。港区がん対策推進アクションプラン（2016年度から2020年まで）では、「港区の前⽴腺がん
検診は、がん検診としての有効性は定まっていません（Ｐ.65）」、「喉頭がん検診、前⽴腺がん検診は、国の指針では
定められていません（Ｐ.93）」とされており、事業の廃止を含めた方向性を検討することが喫緊の課題です。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 10,188 － －

87.7%

令和元年度 10,924 0 0 10,924 9,931 90.9%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

がんの早期発⾒に努め、区⺠の健康保持及び増進を図るため、55歳から75歳の奇数年齢に該当する男性区⺠を対
象に、区内指定医療機関（153か所）で前⽴腺がん検診を実施しています。

平成３０年度 11,065 0 0 11,065

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

9,704

 ２ 基本政策 6　⽣涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 みなと保健所　健康推進課

 １ 事業名 前⽴腺がん検診  １０ 事業費の状況



NO 55
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 22,500 18,942 84.2% 平成３０年度 4,400 3,536 80.4%

令和元年度 21,500 18,522 86.1% 令和元年度 4,300 3,019 70.2%

令和２年度 19,000 － － 令和２年度 4,000 － －

 ３ 政策名 （24）区⺠が健やかで安全に暮らすことができるよう支援する

 ４ 施策名 ④　がん対策の強化推進

指標２
乳がん検診（視触診）受診者数

・子宮頸がん検診受診対象者は、20歳以上の⼥性区⺠です。20歳・25歳・30歳・35歳及び過去3年以内に受診
歴のある区⺠と40歳以上の⼥性区⺠には⾃動で発券します。また、30歳・33歳・36歳・39歳の⼥性区⺠には細胞診
に加えＨＰＶ検査も追加可能です。
・乳がん検診（視触診）の受診対象者は30歳から39歳までの⼥性区⺠です。30歳・35歳及び過去3年以内に受
診歴のある区⺠には⾃動で発券します。
・乳がん検診（マンモグラフィ検査）受診対象者は、40歳以上で昨年度受診歴のない⼥性区⺠です。

指標１
子宮頸がん検診受診者数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

指針外検診であるものの多数の受診者がおり、廃止・縮小には検診全体の在り方の整理が必要となることから「継続」と評価
します。他のがん検診と合わせ、がん検診全体の在り方を整理し、事業スキームの⾒直しを検討してください。

健康増進法、港区がん検診実施要綱

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

333,967 0 782 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・⼀部廃止　　　　４廃止

⼥性特有のがんについては、ライフスタイルの変化等により若い世代の罹患率が増加傾向にあります。受診率が伸びていない若
年層（20歳〜30歳代）の⼥性に対し、検診の認知度を⾼め検診を受けやすくするために、20歳と25歳の未受診の方に受
診の再勧奨を実施しています。また、３０健診対象の⼥性にも子宮頸がん検診と乳がん検診（視触診）受診券を同時に
発券しています。さらに、40歳以上の⼥性に対しては、子宮頸がん検診受診券を毎年⾃動発券しています。今後は国の指針
に基づき、検診内容や受診間隔等を検討し、がんによる死亡率を減少するために効果的に検診を実施していくことが必要で
す。

 ８ 事業実績・指標

その他

平成３０年度 99.5% 379,344 0 2,000 0

令和元年度 99.5% 363,340 0 2,000 0

令和２年度 99.8%

－ － －

昭和50年度港区婦⼈科検診開始
がん検診の⽬的は、がんを早期に発⾒し、適切な治療を⾏うことで、がんによる死亡を減少させることです。港区でも「対
策型検診（住⺠検診型）」として、公共的な予防対策を実施しているところですが、今後も検診受診率を⾼めるだけ
ではなく、検診の質の向上、検診で要精密検査と判定された方の精密検査受診率向上など効果のあるがん検診を推
進する必要があります。港区がん対策推進アクションプラン（2016年度から2020年まで）では、「国における子宮頸が
ん検診は2年に1回、乳がん検診はマンモグラフィ検査は2年に1回」とされています。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 334,749 － －

89.7%

令和元年度 365,340 0 0 365,340 309,475 84.7%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

がんの早期発⾒に努め、区⺠の健康保持及び増進を図るため、20歳以上の⼥性区⺠には子宮頸がん検診、30歳か
ら39歳の⼥性区⺠には子宮頸がん検診と乳がん検診（視触診）、40歳以上の⼥性区⺠には子宮頸がん検診と乳
がん検診（マンモグラフィ検査）を実施しています。また、30歳・33歳・36歳・39歳の子宮頸がん検診受診者で希望
者にはＨＰＶ検査を実施します。

平成３０年度 381,344 -28,219 0 353,125

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

316,803

 ２ 基本政策 6　⽣涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 みなと保健所　健康推進課

 １ 事業名 婦⼈科検診  １０ 事業費の状況


